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小豆島区民のみなさんヘ

『みかたカフェ』

4月 28日 (火曜日)
午後2時から

開催端鰈[小翌島集会場
会費:1鸞湾/国 飲み物、お菓子、保険代等|こ充当

蝙焉なで椰鼈は飲みな写ら

で遊び賤駐恣蠍螂

代表 児嶋智月
協な 地域包括支援センター

社会福祉協議会
でヽ豆島自治会
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回 覧

有田市では、市民の皆様が安心して住み続けられる住まいづくりの一環として、市内工事業者を活用し
リフォームエ事をされる方に対し、その経費の一部を補助する制度を実施します。
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※「補助金交付申請書類」がない場合、受付けできませんのでご注意ください。

申請受付日時 :ら ¬
~1■
1:=,デ 年前 '0時

:受付番号 Ciくじ引き)

申請受付場所 :有田市消防本部 5階 多目的会議室

皇壼受量の初旦⊇豊ェ生血■鐵担
=壁
立場所に出 し`運 壼董壁量の1くL:渥_握:整:fi正壼壺:■ .

‐
'■
11「●ITI[: 11''、 三さ|■〕′`ヽ手合1丁 .(i_巧 |き後J)最後尾となりますので、ご注意ください。
※ 午前10時以降の拍選後の最後尾へのご入室は、午前11時までとさせていただきます。
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申請受付 |

予算額に達した

時点で受付終了

● 令和7年度までに有田市木造住宅耐震診断を受けられた方で、令和8年度に住宅耐震改修事業を実施

される方は、本補助金制度を優先して受付けます。(最大5件、受付期間 :4月 13日 (月 )～ 5月 29日 (金 )

● 過去に本補助制度を受けてリフォームエ事を行つた住宅は補助対象外です。

(判明した場合は、補助金を取り消します。)

● 申請書のみの提出など明らかに書類に不備がある場合や、工事業者による申請は受付けしません。

● 受生当旦」二」屋出1パ■.立ニユ:く:抵:証:≧1割_I:建整t.璽よ涯謹超X飯匙量羮璽
=量
董:壼【!圧国■

虚気竪二お聞登塗型≦基望L
● 本補助制度は、予算額に達した時点で受付けは終了となりますので、ご了承ください。

(受付初日で終了する場合があります。最後の申請者は、予算の範囲内での補助金額となります。)

(終了次第、ホームページに掲載いたしますじ)

● 予算に残額があれば、6月 8日 (月 )以降【土日祝除く】午前8時 30分から午後5時 15分まで、

直圧巨士段 E丘症食旦階_趣I醍壼 課…公」奎 塾 係で受付けいたします。※交付申請書提出順です。 .F
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次に掲げる条件を全て満たす方が申請できます。

○ 市民税、固定資産税、軽自動車税及び国民健康保険税を滞納

していないこと。

○ 持ち家住宅の場合、所有者もしくはその親族c

O借 家等の場合、賃借を受けている方もしくはその親族c
Oご家族を含め、暴力団員等でない方。
※ ここでの「親族」とは、配偶者並びに一親等内の血族及び姻族

とします。

※ 所有者本人以外の方の申請は、所有者の同意が必要です。

朧慧1■ 11:

次に掲げる全てを満たす工事

○ 市内に事務所などがある法人や、市内に住所を有する個人事業者

におしヽて、1年以上継続して営んでいる施工業者と契約し、工事を

実施すること。

○ 補助対象となる工事費(消費税を除く)が 10万 円以上であること。

○ 補助金の交付決定後に契約、着工し、令和9年 2月 26日 までに

工事完了報告書の提出ができる工事であること。

※市が実施する「高齢者居宅改修補助事業」「住宅耐震改修事業」

など他の補助制度利用の場合は、その対象額を補助対象工事費

から除きます。

○ 補助対象工事に要した費用 (消費税を除く)の 20%に相当
する額で上限は20万円です。
(千円未満の端数は切捨てとします。)

○ 補助金の交付決定前に工事契約や工事着手を行った場合は

補助対象となりません。

○ 補助金の交付申請は、一戸の住宅につき1回限りです。
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令和8年度 有田市住宅リフォームエ事費補助事業
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〇 市内の住宅

店舗等併用住宅の場合は、住宅部分のみ対象c

O市 内マンション、集合住宅、借家
マンション、集合住宅は専有部分とし、所有者の同意が必要です。

○ 継続的に居住する住宅
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補助金交付申請

●補助金交付申請書 【様式第1号】

《添付書類)

1 住宅の位置図
2リフォームエ事の見積書の写し(内訳明細付き)
3リフォームエ事着工前の現況を明らかにする写真
4リフォームエ事の内容を明らかにする図面(対象箇所を日́月示 )
施工業者を確認できる書類 【施工業者要件証明書】

申請者と住宅の所有者が異なる場合または共有の場合は同意書

評価証明及び戸籍の請求並びに市税の滞納調査に係る同意書

債権者登録申請書(既に登録のある方は不要です。)

暴力団排除誓約書

その他市長が必要と認めるもの

事業完了報告
●補助事業

《添付書類〉

完了報告書 【様式第5号】

1 工事契約書又は請け書の写し
2工事代金請求明細書及び領収書の写し
3工事写真(施工中・完成後)
4その他市長が必要と認めるもの

下記の補助制度等を利用する方は、補助対象工事費からその金額

を除きます。

① 有田市高齢者居宅改修補助事業 (介護保険係)
② 有田市住宅耐震改修事業 (公共建築係)
③ 有田市移住推進空き家活用補助事業 (まちづくり係)
④ 有田市援農者宿舎改修費補助事業 (みかん農政係)
⑤ その他(雪害などによる損害保険等による補償など)

凡例う○ 1補助対象  ×:補助対象外  △ :条件により補助対象
対象

○

○

×

オー

瓦の修理、屋根の葺替 雨

え、タイル、
・ス_、 貼替え、手すり、

システム千ッチン、 シュレット、洗面化粧台、
エコキュートな

天

子の 畳の表替え・取替え工事

配管工事、換気扇、給湯設備機器の設置など

店舗、事務所、車庫、物置、ウッドデッキ、カーポートなど

門扉、フエンス、塀、テラス、擁壁、舗装、屋外給排水工事など

有田市住宅耐震改修等事業をご活用下さい。

有田市合併浄化槽設置整備事業補助金をご活用下さい。

剪定、 芝

家電製品購入及び備品

冷暖房機器、冷蔵庫、洗濯機、テレビ、A∨機器、その他移動

可能な電化製品、カーーテン、プラインド、家具、食器棚など
× |,フヵ―一ム以夕`の工事など

シロアリ駆除、防蟻処理、インターネットなどの配線工事

アンテナ、ハウスクリーニング、排水管清掃、下水道への接続
工事、太陽光発電システム、図面・書類作成費など

※上記の工 問い合わせください。

×

×

×

×
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《補助金交付申請》
『補助金交付申請書』

申 請

《事業完了》

『補助事業完了報告書等』

完了報告

交付請求

注)工事部分

の写真撮影

(施工中)

注)工事部分

の写真撮影

(完了時)
:

工事
完了

工事
契約・着手

交付決定通知

●工事内容の審査

●対象工事費の審査

●交付決定額の確定

●『交付決定通知』など

補助金交付

確定通知

●工事内容の確認

●対象工事費の確認

●『補助金額確定通知』

●補助金の支払い など

ι

一 ■ ■‐ ・、_中 ′
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■ 補助金申請時に担当職員が訪間し、工事着手の有無や内容について審査

することがあります。

<申込先・お問合せ先 >

有田市役所 建設部 都市整備課 公共建築係(有田市役所3階 )
住  所 :有田市箕島50番地
電話番号 :0737-22-3619(直 通 )

「申請書」のダウンロードや詳細情報は、有田市ホームページをご覧ください。

httpsi//www city arida.lg.ip/kurashl/sumal/1001033.html

「申請書」は、市役所3階都市整備課でも配布しています。

照、明器具、コンセントやスイッチ取付け、

住宅リフ‐―ムに伴う機械設備工事
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令和 8年度

有田市ブ園ック塀等撤去補助事業のご案内
有田市では、地震等による道路等に面するブロック塀等の倒壊等による被害の軽減及び遺路等
の寸断を防ぐことを目的とし、プロック塀等の撤去費用の一部を補助する制度を実施します。

回 覧

補助対象となるプロック ▼以下①～③すべてを満たすもの

たとえば…

春ず1渉現地調査を行いきすので

下記の問合せ先ヘ

ご連絡ください ′
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① ブ甲ツク塀等の所有者又は左記の者より撤去についての同意を得た方。
② 市税等の滞納がな
③ 暴力団及び暴力団

その他の要件

いこと。
｀~・∵_:|―

員等でない方。など 法人所有t対象です。
FF有者から同意を得た自治会等も申請でききす。
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問合せ先

有田市役所 建設部
都市整備課 公共建築係 (市役所 3階 )
電話 0737-22-3619(直通 ) 櫃

令和 9年 2月 26日 (金曜日)までに工事完了
迷こ益堕全査_付盛l:躇_豊_2三付順となります吐

X壺過蟹量ま予墨L`2範囲内となりま主虹

8 年 月4 02 月 圧|曜 和 年8 2 2月 日8 月曜 匠|

告書幸浸
■日
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現地調査依頼や相談lヨ :

随時受1+付けてお叫きす ′

すること。

補助金の交付に関する手順については裏画をご確認くださいc
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① 現地調査依頼
補助金の交付対象かどうかの現地調査が必要となりますので、まずはご連絡もしくはご来庁ください。

その際、確認事項の間き取りをさせていただき、現地調査の日程等を確認させていただきます。

② 現地調査
・ブロック塀等が補助金の対象となるかを確認させていただきます。(要立合・代理人可)
・対象とならない場合は、手続き終了となります。
・対象となった場合は、その場で交付甲請用紙等をお渡しさせていただきます。

③ 補助金の申請
下記の必要書類をそろえていただき、市役所都市整備課までご提出<ださい。
・ブロック塀等撤去事業補勤金交付串請書 【様式第 1号】
・補助対象ブロック塀等が存する敷地の付近見取り図
・補助対象ブロック塀等の寸法及び面積を明示した敷地配置図
・工事見積書 (要内訳の記載)の写し
・施工業者要件証明書
・補助対象ブロック塀の現況写真

『代理受領』とは、申請者が受け取る予定

の補助金を市から直接施工業者へ交付す

る制度です。

申請者は補助金相当額を除いた工事費を

用意すればよいので支払額の負担が軽減

されます。

・ブロック塀等撤去事業補助金代理受領利用予定届出書 【様式第 9号】 (代理受領を利用しようとする場合 )
・その他

④ 審査
・提出いただいた申請書等をもとに審査を行います。
・書類不備等や、不適当であると認められた場合には、補助金が交付されません。

⑤ 補助金の決定
審査により、適当であると認められた万には、決定通知書を送付します。

⑥ 工事契約・着手
・決定通知が届いた方は、撤去工事の契約・着手をしてください。
・補助金交付決定前に、契約や工事を行っていた場合には、補助金が交付されませんのでご留意ください。

⑦ 撤去工事完了
撤去工事完了後、完了報告書提出の準備をお願いいたします。

③ 工事完了報告 (ェ事室Iの_日力生登■0日 塾内二重提出をお璽いしま立 )
下記提出書類を工事完了後すみやかにご提出ください。
・ブロック塀等撤去事業補助金完了報告書 【様式第 6号】
・撤去工事中及び完了後の写真
・工事契約書 (契約を締結していない場合は注文書及び請書 )
・内訳が記載された請求書の写し及び領収書の写し (代理受領を利用する場合は、実施内訳書 )
・ブロック塀等撤去事業補助金代理受領利用届出書 【様式第 12号】 (代理受領を利用する場合 )

⑨ 審査・確認
提出いただいた書類等を審査させていただき、現地確認を行います。

⑩ 補助金の確定
審査の結果、適当であると認められる方に補助金確定通知書を送付します。

① 補助金の請求
・補助金の確定通知書が届いた方は、フロック塀等撤去事業補助金交付請求書 【様式 8号】を提出して<ださい。
・代理受領を利用される方は、ブロック塀等撤去事業補助金代理受領利用委任状 【様式 13号】により、工事施工者に補助

金の請求を委任し、委任を受けた工事施工者が交付請求書 【様式 8号】を提出してください。

⑫ 補助金の交付
請求書の提出から、 lヶ 月程度で、指定の回座へお振込みをさせていただきます。

気を付けてください ′r

`▼


